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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  イノシシ、アライグマ、ハクビシン、 

カワウ、カラス、カモ 

 計画期間   令和３年度～令和５年度 

 対象地域 多度津町全域 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和２年度） 

鳥獣の種類 

 

被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 

 

アライグマ・ハクビシン 

 

カワウ 

カラス 

 

カモ 

果樹 

稲 

果樹 

野菜 

魚類 

果樹 

野菜 

麦類 

稲 

924千円  0.08 ha 

1千円 0.01 ha 

1,508千円 0.05 ha 

8千円 0.01 ha 

5,811千円  ― 

602千円 0.03 ha 

4千円 0.01 ha 

400千円 0.88 ha 

32千円  0.22 ha 

 

（２）被害の傾向 

 イノシシについては、年々生息数が増加しており、果樹等の農作物に対

しての被害報告が頻繁にある。また、白方地区及び見立地区に加え、佐柳

島や高見島でも被害が発生するなど、生息域が拡大している。 

アライグマ・ハクビシンについては、合わせて年に２０頭程度の捕獲実

績があり、主に白方地区で果樹の被害がある。 

カワウについては、漁業権が設定されているため池や、亀笠島や小島周

辺の海域で食害等の被害がある。 

カラスについては、主に白方地区でブドウ、ビワ等の被害がある。 

カモについては、主に豊原地区で麦類の被害がある。 

 

（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和２年度） 目標値（令和５年度） 

イノシシ被害 925 千円  0.09 ha 600 千円  0.05 ha 

ｱﾗｲｸﾞﾏ･ﾊｸﾋﾞｼﾝ

被害 

1,516 千円 0.06 ha 1,200 千円  0.04 ha 

カワウ被害 5,811 千円  ― 5,000 千円  ― 

カラス被害 606 千円  0.04 ha 300 千円 0.02 ha 

カモ被害 432 千円 1.10 ha 200 千円 0.80 ha 



（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す

る取組 

 

 

【イノシシ】 

・実施隊等による有害鳥獣捕獲 

 

 

・捕獲頭数は以前より増加してい

るが、被害報告は依然として多

い。 

【カワウ】 

・実施隊による有害鳥獣捕獲 

 

 

・個体数は減少しているが、被害

が広域に渡るため効果的な駆除

が難しい。 

【アライグマ・ハクビシン】 

・防除従事者養成講習会への参

加を奨励し、防除従事者の確保

に努めている。また、県補助事

業で購入した箱わなの貸出し

を行っている。 

 

・捕獲頭数は以前より増加してい

るが、被害報告は依然として多 

い。 

防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組 

【イノシシ】 

・県単事業、町単事業を活用し

た侵入防止柵の設置。 

 

【カラス・カモ】 

・町単事業を活用した防護ネッ

トの設置。 

 

・圃場ごとに柵を設置するケース

が多く、総延長が長くなる傾向が

ある。 

 

・支柱を立ててネットを張る場合

は設置費用が高額になりがちで

ある。 

 

（５）今後の取組方針 

・捕獲機材の貸出しを行い、被害防止対策を推進 

・草刈り等の管理や、地域での放任果樹の除去等環境改善対策の推進 

・県単・町単事業を活用した侵入防止柵等の設置 

・実施隊等による有害鳥獣捕獲を実施 

・防除従事者の増加促進 

・アンケートを活用した被害の現状把握及びそれに対するフォローアップ

の実施 

・効果的なイノシシ対策を実施するため、講習会の開催 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

・猟友会を中心とした実施隊に依頼 

・アライグマについては県が実施している防除従事者養成講習会に参加

し、計画的防除に取り組む。 



 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

 

３ 

 

イノシシ、 

アライグマ、ハクビシン、 

カワウ、 

カラス、 

カモ 

捕獲機材等の購入、整備。 

担い手の育成・確保。 

国補、県単事業等の活用。 

実施隊による有害鳥獣捕獲。 

 

４ 

 

 

同上 

 

 

同上 

 

 

５ 

 

 

同上 

 

 

同上 

 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

 香川県第１２次鳥獣保護管理事業計画及びイノシシ第二種特定鳥獣管

理計画に基づき、適正かつ計画的に設定する。 

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

３年度 ４年度 ５年度 

イノシシ ２００頭 ２００頭 ２００頭 

カワウ ２００羽 ２００羽 ２００羽 

アライグマ １０頭 １０頭 １０頭 

ハクビシン ３０頭 ３０頭 ３０頭 

 

 捕獲等の取組内容 

イノシシについては、集落や耕作地周辺で積極的な有害鳥獣捕獲を実施

して被害の抑制に努めていく。 

 また、アライグマ・ハクビシンについては、防除従事者及び有害鳥獣捕

獲による防除を行う。特にアライグマは、特定外来生物であることから地

域での排除を目指していく。 

 カワウについては、猟友会を中心とした実施隊による有害鳥獣捕獲によ

り被害の抑制に努めていく。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

該当なし 

 



（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

該当なし 該当なし 

 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

３年度 ４年度 ５年度 

 

イノシシ 

 

ﾜｲﾔﾒｯｼｭ柵 

３km 

ﾜｲﾔﾒｯｼｭ柵 

３km 

ﾜｲﾔﾒｯｼｭ柵 

３km 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

３ イノシシ 

被害発生地域の環境整備、追い払い活動、被害集落

への獣害被害防止知識の普及活動、罠のセンサー導

入 

４ 同上 同上 

５ 同上 同上 

 

５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

香川県環境森林部みどり保全課 県庁関係各課及び県警本部に対し、情報提

供を行う。 

丸亀警察署 周辺住民への注意喚起を行い被害の発生

・拡大防止に努める。 

多度津町産業課 情報の収集・提供を行う。必要に応じて有

害捕獲捕獲許可証を発行する。 

多度津町鳥獣被害対策実施隊 

 

追い払い、有害鳥獣捕獲を行う。 

 

（２）緊急時の連絡体制 

別紙のとおり 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

基本的に、捕獲した者が責任を持って焼却又は埋設処分する。 

 



７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

今後食用肉としての利活用を検討していきたい。 

 

８．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 多度津町鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

香川県農業協同組合多度津支店 被害調査、被害対策事業推進 

香川県農業共済組合仲多度支所 被害調査、被害対策事業推進 

丸亀地区猟友会 対策（捕獲）実施 

香川県中讃農業改良普及センター 助言、指導 

多度津町農業委員会 農業者への普及啓発 

集落の代表者 被害調査 

白方漁業協同組合 カワウ捕獲の協力、漁業被害の調査 

多度津町高見漁業協同組合 カワウ捕獲の協力、漁業被害の調査 

多度津町漁業協同組合 カワウ捕獲の協力、漁業被害の調査 

多度津地区淡水魚養殖組合 カワウ捕獲の協力、漁業被害の調査 

多度津町産業課 事務局 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

香川県農業試験場病害虫防除所 鳥獣対策の調査及び試験研究・アドバイザー 

香川県環境森林部みどり保全課 鳥獣保護管理法・外来生物法に関すること 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

鳥獣被害対策実施隊は、猟友会及び多度津町職員で構成され、町の被害防

止計画に基づき、調査・捕獲・被害防止技術の普及啓発等の鳥獣被害対策

活動に取り組む。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

該当なし。 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

外来生物法に基づき、本計画とアライグマ等防除実施計画を同時進行して

実施する。 

 


